
新型コロナウイルス感染拡大防止へのご協力のお願い

全国各地で新型コロナウイルス感染症が拡大する中、国において緊急事態宣言が発令されたと

ころであり、山口県でも感染拡大の防止に向けて、全力で取り組んでいます。

皆様におかれましても、一人一人が自覚を持って、感染拡大の防止に努めていただきますようお

願いいたします。

※緊急を要する場合は、受付時間外でも、ご相談に応じます。また、必要に応じて、医療機関を紹介いたします。

【山口県内の帰国者・接触者相談センター（保健所）】

機関名 電話番号 滞在の市町

保
健
所

岩国健康福祉センター ０８２７－２９－１５２３ 岩国市、和木町

柳井健康福祉センター ０８２０－２２－３６３１
柳井市、周防大島町、上関町、
田布施町、平生町

周南健康福祉センター ０８３４－３３－６４２３ 下松市、光市、周南市

山口健康福祉センター ０８３－９３４－２５３３ 山口市

山口健康福祉センター防府支所 ０８３５－２２－３７４０ 防府市

宇部健康福祉センター ０８３６－３１－３２０３ 宇部市、美祢市、山陽小野田市

長門健康福祉センター ０８３７－２２－２８１１ 長門市

萩健康福祉センター ０８３８－２５－２６６７ 萩市、阿武町

下関市立下関保健所 ０８３－２５０－７７７８ 下関市

県健康増進課 ０８３－９３３－３５０２

＊最低２週間程度、健康管理の徹底を！
・体調がすぐれないときは、まずはしっかり休養してください。症状があれば、むやみに外出するこ
とは避けましょう。
・特に感染が拡大している地域から来られた際は、最低２週間程度は体温を測定するなど
健康管理にしっかり取り組みましょう。

＊感染を拡げない行動を！
・一人一人が、確実な手洗い、咳エチケットに努めましょう。

・「換気の悪い密閉空間」、「人が密集するような空間」、「密接する場所での会話」 の
３密の条件を避けて行動しましょう。

新型コロナウイルス感染症に関する症状等の相談先は下記のとおりです。不安があれば、遠慮
なくご相談ください。
≪受付時間≫ 9:00～17:00（土日祝日は下関市立下関保健所、県健康増進課で対応）

感染予防、拡大防止のためにご協力を！

＊ 新型コロナウイルスの感染が疑われ、症状がある場合は、
受診する前に必ず、下記の最寄りの保健所に電話してください！
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